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　水道事業の経費負担の原則は、独立採算制を基礎に、消防用水等の公共性の高い費用に限り一般会計負担を認
める二層構造として制度化されてきた。しかし、人口減少・老朽化・地域的制約の下では料金収入のみでの経営
維持が困難となり、国は補助金・地方債・地方交付税という三財政措置を段階的に整備することで、制度的補完
を進めてきた。補助金は公共性の大きい投資を、地方債は資本費の時間的平準化を、交付税は地域格差の調整を
担い、建設改良費の「公共性・時間・地域」の三次元で再配分を行う枠組みが成立した。令和7年改訂料金算
定要領は資産維持費の制度化と定期的な料金見直しを通じ、内部留保と財政措置の最適な組み合わせを通じて「修
正独立採算制」への転換を示している。

1　水道事業における使用料金と経費負担の原則
　本節では、水道事業に適用される経費負担の原則
の制度的構造とその政策的・財政的意義を整理し、
独立採算制と財政負担の境界が法制度のもとでどの
ように形成・運用されているのかを明らかにする。
地方公営企業における経費負担の在り方は、独立採
算制の原則を基調としつつも、消防用水や公共施設
の無償給水など料金原価に馴染まないが公共性を有
する経費に対して、地方公営企業法第17条の2では、
一般会計等による負担が認められている。地方公営
企業法第 17 条の 2 第 1 項は、地方公共団体が一般
会計または他の特別会計から負担し得る経費を「政
令で定めるもの」に限定して、列挙的に規定してい
る。他方、同条第 2項は、これらに該当しない経費
については、当該公営企業の経営に伴う収入をもっ
て充てなければならないと明示している。すなわち、
地方公営企業の経費は、（1）政令に基づき一般会計
等の負担が認められる経費（例外）と、（2）本来の
料金収入により賄うべき経費（原則）に制度的に区
分されている。この二層構造は、独立採算制の理念
を基調としつつも、企業収入で賄うことが合理的で
ない経費、または料金収入のみによっては回収困難

な経費について、公共的財源による補完を認めるこ
とにより、経済的合理性と公共性の調和を制度的に
実現する仕組みである。
　このような経費負担の二層構造は、受益者負担の
原則の単線的な適用を修正し、公共サービスとして
の水道事業の特質に応じた限定的公費負担の正当化
を備えていると考えられる。経費負担の原則は、企
業会計上の独立性を確保するための技術的規範にと
どまらず、料金制度と公共財政の責任範囲を規範的
に画定する制度原理として位置づけられる。すなわ
ち、受益と負担の均衡という市場的規律を維持しな
がらも、生活基盤サービスに固有の外部性や地域格
差を是正するための財政調整の制度的根拠と位置づ
けられるであろう。
　この点については、地方公営企業法の委任を受け
て制定された施行令（地公企法施行令）第 8条の 5
において、事業の種類ごとに一般会計等が負担すべ
き経費を具体的に列挙している。例えば、水道事業
については、（1）公共の消防のための消火栓に要す
る経費その他水道を消防の用に供するための経費、
（2）公園その他の公共施設において水道を無償で供
するための経費、の二項目が規定されている。さら
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に、これらの経費については、当該サービスの提供
に伴って特定の収入が生じる場合、収入相当額を差
し引いた“実質的な負担部分”のみを一般会計等が
負担することとされている。この規定により、同一
費用に対する重複補助が制度的に排除され、公共目
的に充てられる費用だけを一般財源へ適切に仕分け
る仕組みが確保されている。換言すれば、施行令は、
受益者負担原則の限界を明示化し、公費負担の合理
的範囲を法定化する規範的機能を果たしているとい
える。
　経費負担の原則の適用範囲は、一般会計負担が許
容される経費を区分する二つの基準により体系化さ
れる。第 1に、性質基準である。すなわち、性質上、
当該地方公営企業の経営に伴う収入によって賄うこ
とが適当でない経費である。この基準に該当するの
は、前述した公共の消防、公共施設への無償給水な
ど、特定受益の認識が困難で、公共性が卓越する経
費である。加えて、第 2に、可能性基準がある。こ
れは、当該企業の性質上、能率的な経営を行っても
なお経営収入のみで充当することが客観的に困難と
認められる経費を指す。この場合、企業経営の努力
義務を前提に、地理的条件や需要規模などの構造的
制約を考慮して、一般会計による補完が容認される。
この二つの基準により、経費負担の範囲が明確化さ
れ、公共性を有する費用を一般会計へ適切に仕分け
る制度の整備が行われた。
　これらの 2つの規定は、水道事業における受益者
負担と財政負担の境界を法的に画定するものであ
り、経費の対価性・公平性・財政持続性の均衡を図
る上で重要な役割を果たしている。とりわけ、公共
性の高い用途にかかる費用を料金原価から除外する
ことで、受益と負担の対応関係を明確に保ち、利用
者間の交差補助を防ぐ効果を有する。また、収入構
造が脆弱な地域に対しては、一般会計による部分的
な補助を認めることで、地域間の財政的格差を緩和
する調整機能も備えている。
　このように、水道事業は特別会計において経理さ
れることが一般的であり、すべての経費は、原則、
当該事業の経営収入（主として使用料収入）によっ
て充当されなければならないとされながらも、政令
で定める経費を除くとして例外を設けている。経費
負担の原則は、水道料金における原価主義の制度的

裏付けであると同時に、公共性の高い支出を明示的
に区別するための財政管理としても機能している。
　他方で、この原則の運用には課題もある。一般会
計負担の対象経費が限定的であるため、人口減少地
域では料金収入のみでの経営維持が困難となり、結
果として更新投資の先送りや財務赤字の固定化を招
くケースが生じている。また、反対に、本来料金原
価へ算入すべき費用を一般会計へ振り替えること
は、料金制度の対価性を毀損し、費用構造の透明性
を損なう可能性がある。このため、経費負担原則の
適用に際しては、経費区分の明確化と情報開示を通
じて、制度の趣旨に即した適正な配賦を行うことが
不可欠である。総じて言えば、経費負担原則は、地
方公営企業の独立採算性を維持しつつ、公共性の高
い経費や地域的制約を考慮した柔軟な財政対応を可
能にする制度的メカニズムである。今後の水道事業
の持続可能な経営を考える上では、受益者負担の厳
密性と公共性に基づく財政支援の適正な線引きをい
かに設計・運用するかが、最も重要な政策課題であ
るといえよう。
　以上のように、経費負担原則は、受益者負担を基
礎とする独立採算制と、公共性に基づく一般財源負
担との境界を規範的に定める制度的原理である。そ
の要点は、公共的・構造的要因によって料金原価に
馴染まない経費を例外として外出ししつつ、それ以
外の経費については企業収入での回収を求める「二
層構造」にある。この構造が、水道料金制度の対価
性・透明性と、地域間の財政調整の両立を可能とす
る制度的基盤を形成している。しかし、この理念的
枠組みがそのまま実務に適用されるわけではなく、
地域の財政力や需要構造の違いによって、現実の水
道事業経営には多様な制約が存在する。とりわけ、
小規模・人口減少地域では、独立採算制の維持や更
新投資の確保が困難となり、制度の趣旨と経営実態
との間に乖離が生じてきた。したがって、経費負担
原則が実務においていかに具体化され、どのような
地方財政措置によって制度的に補完されてきたのか
を検証することが、次章の中心的課題となる。以下
では、この法的原理が実務の中でどのように機能し、
どのような補助制度・財政措置によって支えられて
きたのかについて、制度発展の過程を整理する。
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2　�経費負担原則の実効化と地方財政措置の段階的
制度化

　経費負担の原則には、導入以降、長らく様々な見
直しが行われてきたという経緯がある。地方公営企
業法（昭和 27 年）から開始された経費負担の原則
は、独立採算制と原価主義に基づき、水道事業の経
営経費を使用料収入によって賄うことを基本として
いる。しかし、制度発足当初から、地域的条件や規
模の経済の制約により、すべての経費を利用料金の
みで回収することが困難な事業体が存在していた。
とりわけ、水源開発費や消防用水・公共施設への無
償給水などの公共的経費については、地方公営企業
の原価計算に含めることが妥当でないとされ、地方
公共団体の一般会計や、国による財政的支援を必要
としていた。
　国は経費負担原則の理念を損なうことなく、これ
を現実の財政運営の中で実効化するため、段階的
に地方財政措置を制度化していった。その過程は、
図 1で示すように、確立期（昭和 27 ～昭和 32 年）、
調整期（昭和 40 ～昭和 44 年）、補完期（昭和 55 ～
平成 7年）の三段階に整理できる。第 1期（確立期：
昭和 27 ～昭和 32 年）は、経費負担原則の制度的基
礎が法体系として明確に構築された期間である。昭
和 27 年の地方公営企業法の施行は、それまで不統
一であった地方公営企業の会計・財源処理を体系化
し、水道事業を含む公営企業経営を独立会計化する
制度的転換点となった。同法は、公営企業が本来の
事業収入によって経営経費を賄うべきとの独立採算
制を明確に位置づける一方、公共性を理由とする一
般会計負担の許容範囲を第 17 条の 2 により対象を
限定して列挙する形で規定した。すなわち、政令で
特定された消防用水や公共施設への無償給水などの
費用についてのみ一般会計等の負担を認め、それ以
外の経費は使用料収入により賄うべきとの原則を示
した点に制度的意義がある。この規定は、公営企業
内部における費用配分と財源責任の境界を明確に
し、地方公共団体内部の財政調整の基準を法的に定
式化した。
　さらに昭和 27 年法の施行後、政府は独立採算の
徹底と原価主義に基づく料金形成の促進を図り、地
方公共団体に対し公営企業会計の整備、料金体系の
透明化、原価計算手法の標準化を求めた。これによ

り、事業経営の対価性と収支均衡を制度的に確保す
る方向性が明示され、水道料金の適正化および財務
規律の強化が進められた。続く昭和 32 年の水道法
施行は、地方公営企業法で定式化された経費負担の
原則を水道事業に固有の制度文脈へと接続し、その
公共性と費用負担の責任を明確化する役割を果たし
た。同法は、水道を「清浄にして豊富低廉な水の給
水を確保することを目的とする」基礎的公共サービ
スと位置づけ、その達成のためには安定的な財源保
障と合理的な料金体系が不可欠であることを示し
た。これにより、料金原価に算入すべき費用と一般
財源が負担すべき費用の峻別が法体系上さらに強化
され、経費負担原則は単なる会計処理の技術を超え
て、サービス供給の最低基準と財源責任の所在を規
律する枠組みとして実質化した。この第 1期を通じ
て、経費負担原則は独立採算を原則としつつ、公共
性に基づく限定的公費負担を認めるという制度的構
造を確立し、以後の財政措置や水道行政の基準とな
る基礎的枠組みが整備されたといえる。
　第 2期（調整期：昭和 40 ～昭和 44 年）は、経費
負担の原則による独立採算制が制度的には確立した
にもかかわらず、その“形式的適用”が現実の水道
事業経営と乖離し始めた時期である。高度経済成長
による需要増を背景に施設整備が急速に進んだ一
方、料金の政治的抑制や更新投資の先送りにより、
地方の水道事業では収支均衡の維持が困難となる事
例が相次いだ。特に、小規模自治体においては、地
理的条件や水源の脆弱性から原価が高く、独立採算
制をそのまま適用すると著しい高料金を招く「規模
の経済の不利」が顕著化した。また、生活水準の上
昇に伴う水質基準の高度化要求により、浄水施設等
への追加的投資が必要となったことも、事業収支を
圧迫する要因となった。
　こうした状況を受け、昭和 40 年の「地方公営企
業制度調査会答申」は、経費負担原則の運用上の限
界を明確に指摘した。同答申は、消火栓・防火用水
等、公共目的に供される施設に係る費用を料金に含
めることは対価性の観点から不適当であるとしたう
えで、「原価主義を機械的に適用すれば著しい高料
金を招き、国民生活の安定に支障を生ずる場合には、
国において財政的措置を講ずることが必要」と述べ、
独立採算原則と公共性・生活基盤性との間の制度矛
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盾を正面から取り上げた。この指摘は、経費負担原
則が地方公営企業内部の財源整理としては合理的で
あっても、地域格差や小規模性によって実質的に適
用不可能な場合があるという現実を制度的に認知し
た点で重要であった。
　答申を契機に、国は水道事業に対する外部的財政
補完を制度化する方向へ舵を切った。昭和 41 年に
は地方公営企業法の一部改正が行われ、水源開発・
水道広域化に係る事業を対象とする国庫補助制度が
創設された。これにより、水源の脆弱な自治体や広
域的水道整備を要する地域に対し、国が直接的に投
資費用を補助する仕組みが整えられた。特に、水源
開発補助は、自治体間で地理的条件の差異が大き
い日本の水道行政において、経費負担原則を維持
しながら地域的格差を緩和する重要な政策手段と
なった。
　昭和 44 年には地方財政計画に「高料金対策費」
「簡易水道費」「水道施設整備費」等が新設され、こ
れらの費用が地方交付税の基準財政需要額に算入さ
れることで、財政支援が恒常的制度へと昇格した。
この措置により、料金原価に算入すべきでない消防
用水等の経費に対する一般会計繰出しを、国が交付
税等を通じて実質的に補完する構造が整備された。
すなわち、経費負担の原則における「一般会計が負
担すべき経費」を、地方財政制度の側から支える“二
線的財源保障”が確立したと評価できる。以上のよ
うに、調整期は、独立採算制の理念を堅持しつつも、
現実の水道経営との乖離を是正するため、国が補助
金・交付税・地方債等を通じて経費負担原則の外側
から財源補完を制度化した時期であり、以後の補完
期における投資的経費支援の基礎となった。
　さらに、第 3期（補完期：昭和 55 ～平成 7年）は、
老朽化した水道施設の大規模更新や地域間格差の顕
在化を背景に、経費負担原則だけでは水道事業の財
政構造を維持できないとの認識が強まり、国が体系
的な財源補完措置を講じた時期である。昭和 30 ～
40 年代に整備された多くの水道施設が更新期を迎
え、更新投資の需要が急激に高まったことから、地
方の財政負担は急速に増加した。加えて、小規模自
治体では水需要の伸び悩みや人口減少により料金収
入が停滞し、独立採算制を維持したまま必要な更新
投資を確保することが困難になった。このような状

況に対し、経費負担原則は一定の財源整理の枠組み
を提供しつつも、更新投資や耐震化など中長期的投
資の財源確保までを内包する制度ではなかった点が
制度的限界として露呈した。
　こうした問題認識を背景に、昭和 55 年の「地方
公営企業経営研究会報告」は、老朽施設更新・水源
確保・施設統廃合といった投資的課題に対し、国と
地方の費用負担の在り方を抜本的に見直す必要性を
提起した。同報告は、料金収入に依拠する独立採算
制は重要であると認めつつも、更新投資の負担を料
金に全て転嫁すれば国民負担が過大となる恐れがあ
ることを指摘した。そのうえで、国は補助制度や地
方債制度を通じて投資的経費を支援し、事業経営の
安定化と施設更新の確保を図るべきであると提言し
た。この提言は、経費負担の原則の理念を維持しな
がら、現実の資金制約を補完する方向へ政策を転換
させる起点となった。
　これを受けて、昭和 56 年度以降、国は地方債制
度と交付税措置を強化し、水道施設整備費に係る地
方債の元利償還金に対する交付税措置を拡充させ
た。この仕組みにより、自治体は設備更新の初期費
用を地方債で調達し、その後の償還費の一定割合に
ついて国が地方交付税を通じて補填することが可能
となった。すなわち、国が投資的経費を支える制度
が本格的に構築されたのである。また、簡易水道を
対象とする国庫補助は引き続き拡充され、地域的脆
弱性を抱える小規模自治体に対する財政支援の重要
な制度的支柱となった。
　平成 7年の阪神・淡路大震災は水道事業の脆弱性
を浮き彫りにし、災害対応・耐震化投資を支える新
たな財政措置の必要性を明確にした。これを契機に、
災害復旧費について特別交付税や緊急交付金の制度
が整備され、国が直接的に水道事業の財政を補完す
る仕組みが制度化された。とりわけ、耐震化や広域
連携施設整備に関する補助制度の創設は、災害リス
クを考慮した水道事業の中長期的投資を国が支援す
る枠組みとして定着した。
　このように、補完期は、経費負担原則が規定する
内部的財源区分の枠組みを超え、国が外部的財政措
置を通じて水道事業の資金調達・更新投資・耐震化
を一体的に支援する制度体系を形成した時期と整理
できる。これは、独立採算制を維持しつつも、投資
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の規模・公共性・地域格差といった要因に応じて国
が財政的関与を強化する方向へ政策が展開したこと
を意味しており、以後の水道広域化政策や施設台帳
管理制度など、持続可能な水道経営に向けた制度改
革の基盤を提供するものとなった。
　以上のように、経費負担原則は本来、地方公営企
業会計における内部規範であり、費用区分と財源責
任の所在を地方公共団体内部で整理するための基礎
的枠組みを構成する。他方で、人口規模や地理的条
件の差異によって独立採算の完全な実現が構造的に
困難な地域が存在するため、国は地方財政措置を通
じて同原則を外部的に実効化する仕組みを段階的に
整備してきた。すなわち、経費負担の原則が「何を
誰が負担すべきか」という規範的原理を提示するの
に対し、地方財政措置は「その負担をいかに支え、
調整するか」という財政運営上の実装装置として機
能してきたと位置づけられる。二層構造のもとで、
地方公営企業法上の経費負担原則と交付税・補助金
等の地方財政制度は、形式上は異なる制度領域に属

しつつも、実質的には水道事業の持続可能な財政構
造を支える相互補完的な二層構造を形成してきたと
評価できる。そして、この二層構造こそが、人口減
少・老朽化・地域格差といった新たな政策課題に対
して、水道事業の財政基盤を制度的に維持するため
の基礎的メカニズムを提供している。しかしながら、
こうした二層構造がどのような具体的制度を通じて
現れ、その結果として経費負担原則の適用範囲や負
担配分にいかなる影響を及ぼしているのかについて
は、なお検討の余地が大きい。そこで次節では、国
庫補助・地方債・地方交付税の三制度に焦点を当て、
その制度設計と運用実態を整理することにより、経
費負担原則との関係を検証する。

3　地方財政措置による経費負担原則の補完
　前節でみたように、地方公営企業法における経費
負担の原則は、独立採算制を基礎としつつも、性質
基準および可能性基準に基づく一般会計負担を例外
的に許容する制度である。しかし、人口減少・施設

図 1　水道事業に係る主な財政措置の導入の経緯

出典：総務省「都道府県構想策定マニュアル検討委員会（第 8回広域化・共同化検討分科会）」配布資料（2023 年）より抜粋。
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老朽化・災害対応といった構造的要因の下では、料
金収入のみで経営を維持することが困難な事業体が
増加しており、経費負担の原則を実効化するために
は、国の財政的外部補完が不可欠となっている（表
1参照）。本節の目的は、こうした外部的補完が単
なる財政支援にとどまらず、経費負担の原則の適用
範囲や実質的な負担構造をどのように形成している
のかを明らかにする。その分析枠組みとして、地方
公営企業法上の原則を補完する三つの主要な財政措
置―①国庫補助、②地方債、③地方交付税―を取り
上げ、各制度的根拠と水道事業における運用実態を
整理する。
　国庫補助は、老朽化施設の更新、耐震化、広域連
携施設の整備など、水道事業における最も公共性の
高い資本的経費を対象とする財政手段である。補助
金制度は本来、地方公営企業法における性質基準（特
定受益の認識が困難で公共性が卓越する費用）に合
致する支出を対象に、一般財源による補完を制度的
に整備したものである。補助制度の政策的位置づけ
は、単なる事業費の補てんではなく、①地域間格差
の緩和、②更新投資の平準化、③災害・危機時の供
給レジリエンスの確保、という三つの政策目的に基
づく構造的支援にある。まず、地域間格差の緩和と
いう点では、補助金は特に小規模・過疎地域におけ
る投資費用の跳ね上がり（スケール不経済）を吸収
する役割を担ってきた。人口密度の低い地域では配
水管延長当たりのコストが高騰するため、料金原価
に転嫁すれば不可避的に高料金を招く。補助制度は
この構造的問題に対して一般財源からの財源注入を
可能にし、受益と負担の均衡を損なわずに水道サー
ビスの最低基準を確保する制度的基盤を提供した。
次に、更新投資の平準化としての機能がある。昭和
30 ～ 40 年代に急増した施設が一斉に更新期を迎え
る中、補助制度は特定年度への過度な負担集中を回
避し、自治体の長期的投資計画の安定性を支えてき
た。この点は、令和 5年度通知でも強調され、計画
的更新の推進と財源確保の両輪として補助制度を活
用することが要請されている。さらに、災害対応・
レジリエンス強化において、補助制度は不可欠の役
割を果たす。阪神・淡路大震災以降、耐震化補助や
緊急交付金など、国の積極的関与が進み、水道イン
フラの災害対応力の底上げが図られている。これら

の制度は、経費負担原則の枠外にある災害・危機コ
ストを国の一般財源で吸収し、地域格差を最小化す
る仕組みとして機能している。このように、補助制
度は「原価主義では捉えきれない公共性」を財政面
から補完し、水道事業の最低供給基準を全国で統一
的に確保する役割を果たしている。したがって、国
庫補助は経費負担の原則の例外部分を制度化し、原
則との整合性を維持しながらも現実の制約に対応す
る政策的装置と位置づけられる。加えて、国庫補助
は、政策目的性の高い投資を直接支援する「選択的・
目的特定型」の財源である点が重要である。補助は
通常、事業費の一定割合を国が負担し、残余を地方
債や自己資金で調達する組成となる。補助の制度趣
旨は、最低整備水準や災害レジリエンスといった外
部性を内部化することにあり、料金原価での回収に
委ねるよりも国費投入が効率的な領域に重点的に適
用される。令和期の制度運用でも、厚生労働省通知
は計画的更新と適正料金設定を同時に推進する方針
を明確にし、補助金を料金制度の硬直性を補う政策
レバーとして戦略的に位置づけている。
　地方債（企業債）は、独立採算制を維持しつつ長
期的な建設投資を可能にする財政手段として位置づ
けられている。地方財政法第 5条および地方公営企
業法第 20 条は、水道事業について自己償還能力を
前提に企業債の発行を認めており、資本的経費を長
期で平準化する制度的基盤を提供してきた。地方債
制度の役割は、（1）建設改良費の時間的再配分装置、
（2）経費負担原則との制度的整合性、（3）投資的経
費の調整弁としての機能、の三点に整理できる。ま
ず、水道施設は耐用年数が長く、投資規模も巨額で
あるため、単年度の料金収入のみで賄うことは構造
的に困難である。企業債は、投資費用を耐用年数全
体にわたって平準化し、負担の世代間衡平性を確保
する役割を果たすことで、料金改定の急激な上昇を
回避し、利用者負担を緩やかに調整する時間的再配
分装置として機能してきた。次に、地方債は将来の
料金収入による元利償還という建前を通じて独立採
算制との整合性を保つ一方、昭和 56 年度以降は企
業債元利償還金の一部が基準財政需要額に算入され
る交付税措置の対象となり、実質的には国が償還負
担の一部を肩代わりする構造が制度化された。この
二段階構造（形式的には自己償還、実質的には部分
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的交付税補完）は、独立採算制の理念と現実の水道
経営との乖離を調整する制度的妥協として理解で
き、地方債が経費負担原則と矛盾することなく制度
的整合性を保つ理由を示している。さらに、地方債
は投資的経費の調整弁としての役割を担う。施設更
新・耐震化・広域化などの大規模投資が特定年度に
集中する場合、企業債は財政計画の弾力性を確保し、
単年度の費用負担を大幅に緩和する。特に人口減少
地域では更新投資の単価が上昇しやすく、企業債に
よる資金調達が不可欠となっている点は近年の政策
的含意として重要である。総じて、地方債制度は経
費負担原則の可能性基準を制度的に補完し、独立採
算制を維持しながらも更新投資を着実に確保するた
めの実務的な財政インフラとして機能している。加
えて、地方債は建設改良費の費用平準化と世代間
公平を担保する基幹手段である。標準的には「5年
据置・25 年元利均等」の長期償還方式が採用され、
投資の受益が及ぶ期間にわたって料金収入で返済す
る。もっとも、料金のみでの償還が困難な場合に備
え、元利償還費の一部については交付税算入（交付
税措置）が併置され、実質的に国が償還負担を補完
する仕組みが制度化されている。これにより地方債
は、独立採算制を維持しつつ投資前倒しと急激な料
金改定の回避を可能にする。さらに近年では、資産
維持費を料金原価へ確実に組み込むこと（標準資産
維持率の設定・内部留保の確保）が制度的に要請さ
れ、自己資金と起債の最適バランスを財政計画で検
証することが推奨されている。
　地方交付税は、水道事業の独立採算を前提としつ
つ、特に人口密度の低い地域や小規模団体に対して
財源格差を調整する役割を担う一般財源である。そ
の算定にあたっては、基準財政需要額の中に、水道
事業の特性を踏まえた「高料金対策費」「簡易水道費」
等の算定項目が設けられており、人口規模や配水管
延長、地形条件等を反映した単位費用や補正係数を
通じて、地域的条件に起因する費用超過分を一定程
度内部化する構造となっている。これにより、料金
原価のうち地域的制約によって生じる「不可避的コ
スト」の一部が実質的に補填され、過疎・中山間地
域における水道サービスの継続可能性が担保されて
いる。また、地方交付税は目的を特定しない一般財
源であることから、自治体は交付税の配分を、施設

更新・耐震化の進捗状況や人口動態、水需要の見通
し等を踏まえつつ、他の行政需要とのバランスのも
とで裁量的に決定することができる。この点で交付
税は、国庫補助のように事業単位で対象や補助率が
固定される仕組みとは異なり、各自治体の財政運営
判断の中で水道事業への支出配分を調整する「財政
余地」を提供する装置と位置づけられる。他方で、
交付税による財源補完は水道料金を通じた受益者負
担と一般財源による住民全体の負担との間の配分比
率に影響するため、その運用いかんによっては料金
改定の先送りや設備更新の後ズレを助長するおそれ
も指摘される。すなわち、交付税が十分に措置され
る場合、政治的抵抗の大きい料金改定に消極的とな
り、結果として長期的な財政持続性を損なうリスク
を内包している。この意味で、交付税措置は、料金
原価の透明化や中長期的な更新計画の公表と組み合
わされることで、はじめて補完にとどまるべき財政
手段として適切に機能する。このように、地方交付
税は、地方公営企業法上の性質基準・可能性基準を
全国的スケールで制度化し、地域間の財源格差を調
整しつつ経費負担原則を実効化する役割を果たして
いると整理できる。言い換えれば、交付税は、独立
採算制を前提とした水道料金制度の上に、地域間公
平という次元を組み込むためのマクロ財政的装置と
して機能しているのである。なお、表 1は、本節で
整理した三つの地方財政措置と経費負担原則との関
係を整理している。
　さらに、これら三制度がどのように経費負担原則
を現実的な制度へと転換しているかを直感的に理解
するために、水道事業における建設改良費の位置づ
けを整理しておきたい。建設改良費（浄水場・配水
管等の新設・拡張・更新・耐震化など）は、投資規
模が大きく回収期間も長期に及ぶため、料金収入に
よる単年度の賄いには本質的に馴染まない。人口減
少や老朽化の進行を踏まえると、こうした費用を直
ちに料金に反映させれば、対価性・受益と負担の均
衡、料金の平準性の観点から重大な問題が生じうる。
このギャップを埋める三制度の機能は明確である。
国庫補助は公共性の高い投資部分を一般財源で肩代
わりし、地方債は投資負担を耐用年数にわたり時間
的に平準化し、地方交付税は地域的制約に起因する
コスト超過分を一般財源で空間的に再配分する。こ
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れらは、
・補助金＝ 公共性・政策目的の強い領域を対象とす

る「政策誘導装置」、
・地方債＝ 費用の時間的平準化と世代間配分を担保

する「基幹財源装置」
・交付税＝ 地域的ハンディキャップを調整する「平

準化装置」、
という三位一体の補完関係にある。補助金は外部性
の大きい投資を加速し、地方債は受益期間に応じて
費用を配分し、交付税は地域間格差を緩和する。す
なわち、建設改良費の負担は「公共性」「時間」「地域」
の三つの次元において再配分されることで、経費負
担原則は初めて現実的に運用しうる制度へと転換す
る。もっとも、外部財源への過度依存は、資産維持
費（内部留保）の不足、料金改定の遅れ、更新投資
の先送りを招きうるため、資産維持費を料金原価へ
確実に組み込む仕組みと、三制度の最適配合を図る
ガバナンスが不可欠である。令和 7年の料金算定要
領の見直しは、資産維持費の算入や定期的な料金見
直しを制度化することで、「修正独立採算制」への
政策転換を後押ししている点が特筆される。
　以上の検討から明らかなように、国庫補助・地方
債・地方交付税という三つの地方財政措置は、単に
水道事業の資金調達を支援するための個別手段では

なく、経費負担原則の適用可能性と実効性を制度的
に担保する外側の骨格として機能している。結局の
ところ、建設改良費の財政手当は、「料金（内部財
源）」と「補助金・地方債・交付税（外部財源）」の
制度的均衡によって初めて持続可能となる。政策的
には、①資産維持費の適正化、②地方債依存度と企
業債残高の許容範囲、③交付税・補助制度の配分設
計の透明化、の三点を統合した中長期計画を策定・
公開することが鍵を握る。これにより、受益と負担
の対応関係を損なうことなく、世代間・地域間の公
平を確保したうえで、更新需要のピークを乗り切る
制度的持続性が確保されるだろう。

4　水道料金と地方財政措置の新展開
　水道事業は、独立採算制の原則の下で、使用料金
によって経費を賄うことを基本としてきた。しかし、
人口減少、節水傾向、施設の老朽化が重なり、料金
収入だけでは更新投資や耐震化費用を十分に確保で
きない団体が増加している。こうした構造的変化に
対し、令和 7年改訂「水道料金算定要領」は、従来
の原価主義を維持しつつも、資産維持費の明確な制
度化と定期的料金見直しの義務化を柱とする抜本的
な政策転換を示した。この改訂は、老朽化対応の財
源確保を値上げではなく持続可能な経営構造の再設

構成要素 主な財源 制度目的 運用上の課題

政策統合
（制度調整）

資産維持率 3％、
更新費用の
明確化

長期的持続性の
確保

内部財源と
外部補完の
最適バランス

水道料金
（内部財源）

使用料収入・
資産維持費

独立採算・
内部留保の確保

料金改定の
政治的抵抗、
収入減少

財政措置
（外部補完）

補助金・企業債・
交付税

公共性・
地域間格差是正

財政依存の
固定化、
料金抑制

外部補完 制度の性格 主な財源対象 財源性格 制度目的 政策的効果

補助金 特定財源
（政策誘導）

更新・耐震・
広域連携等 直接的・選択的 国の政策誘導・

災害対応
投資促進、

全国整備水準の
均一化

地方債
（企業債）

借入財源
（自立的）

全ての
建設改良費
（残額）

将来負担 費用平準化・
世代間公平

独立採算の維持、
料金安定化

交付税措置 一般財源
（恒常的）

建設改良費の
地方負担分、
元利償還費

補完的・調整的 地域間格差是正
高料金地域の
軽減、

財政平準化

表 1　内部財源と外部補完

出典：筆者作成
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計として捉え直すものである。
　改訂要領は、資産維持費を施設の計画的更新・再
構築の原資として内部留保すべき額と定義し、料金
原価に算入すべき経費として明示した。算定方法は、
対象資産（減価償却資産残高の期首・期末平均）に
資産維持率を乗じて算出する方式であり、標準値と
して 3％が提示されている。この値は、全国的な財
政シミュレーションに基づき、2％では企業債残高
が増加し、4％では資金余剰が生じることから、3％
が「安定的経営水準」として妥当であることが示さ
れた。資産維持費を料金原価に含めることにより、
自治体は将来更新費用を平準的に積み立て、外部財
政への過度な依存を回避できる。これは、独立採算
制を維持しながら、更新需要の集中を分散する修正
独立採算制への転換を意味する。
　とはいえ、すべての更新費を内部留保で賄うこと
は現実的でない。建設改良費のように巨額で長期的
な支出については、依然として補助金・地方債・交
付税による外部的支援が必要である。三者の役割は
明確に分化し、相互補完的に作用している。
　 •　 補助金は、政策目的性の高い投資（耐震化、

広域連携、水源整備など）を対象に、費用の
一部を国費で負担する。近年は更新需要の急
増を受け、補助制度を活用しつつ適正料金を
設定することが求められている。

　 •　 地方債は、資本費を長期的に平準化し、受益
と負担の期間整合を実現する。償還費の一部
は交付税算入され、独立採算を損なうことな
く投資前倒しを可能にしている。

　 •　 地方交付税は、地域間格差を是正し、財政力
の弱い団体に対して基準財政需要額の中で
「高料金対策費」や「簡易水道費」を通じた
支援を行う。これにより、過疎地域でも料金
水準を抑制し、サービス維持を可能とする。

　この三制度に共通する理念は、料金原価で賄いき
れない構造的費用を公共財政で補完しつつ、受益者
負担を歪めないことである。すなわち、経費負担原
則を現実的に運用する制度的緩衝機構として機能し
ている。
　地方財政措置の拡充は、水道料金の地域格差を是
正する一方で、料金改定の抑制要因として作用する
面を持つ。交付税や補助金の充実は、短期的には住

民負担の緩和につながるが、長期的には内部留保の
不足や更新投資の先送りを招くリスクがある。した
がって、令和 7年改訂が重視するのは、外部財政措
置と内部留保の最適配合である。すなわち、外部財
政は補完にとどめ、料金は維持・更新の主財源とす
る構造への再設計が求められる。政策的には、① 
資産維持費を料金原価に確実に算入し、内部留保を
制度的に確保すること、② 外部財政（地方交付税・
補助金・地方債）を更新期の集中負担を緩和する調
整弁として活用すること、③ 財政情報を住民に公
開し、料金改定の社会的合意を形成することが求め
られる。
　令和 7年改訂以降の料金制度は、単なる値上げ論
を超えて、料金と財政措置の統合的マネジメントを
中核とする修正独立採算制への進化を示している。
資産維持費 3％を基準とする内部留保の確保、交付
税・補助金・地方債の最適組み合わせ、定期的な料
金見直しの制度化は、老朽化と人口減少の同時進行
という日本的課題に対する制度的回答である。今後
は、更新需要のピークを見据えた中長期計画を策定
し、料金・財政措置・投資計画を一体で管理するこ
とが、持続可能な水道経営に不可欠となる。こうし
た新たな制度設計は、地方財政の自立性と公共サー
ビスの安定供給を両立させる新段階の到達点として
評価できよう。
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